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有形文化財である建造物の保護は､ 明治3 0年古社寺保存法による

社寺建築の指定に始まり､城郭､ 両院などの倖宅､ さらに民家､洋風

建築 ､ 近代化遺産の指定へと広がってきました。 こうした保護対象の

拡大は、時代の変遷や学術的な調査研究の進展 、また国民の価値

観の多様化などに応じた結果にほかなりません、

化　 財　 建　 造　 物　 の　 世　 界－ － 一 一

文化財は､ 我が国の長い歴史の中で生まれ､ 育まれ、今日の世代に

伝えられてきた貴重な国民的財産です 文化財の保護は明治期に始

が八社会情勢の変動を受けながらも ､ たゆみなく続けられてきました
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文化財は、我が国の歴史、文化などの正しい理解に欠くことのできな

いものであると同時に､ 将来に向けて文化の向上発展の基礎をなす

ものです。 しかしながら世界の趨勢を見渡せばく 我が国における文化

財建造物の保護は必ずしも充分とはいえません。 次世代に継承する

ためには､ より一層の保護と積極的な公開活用が必要なのです、
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